
第2次大戦期の朝鮮人徴用工の被害について日本企業に賠償を命じた韓国大法院（最高裁）の判
決をめぐる波紋が収まらない。安倍首相や河野外相は過激な表現で非難を続けている。安倍首相
は、そもそも戦時の朝鮮人の労務動員に「強制」はなかったとして、すでに幾重にも論証された
ファクトに悖る発言さえしている。請求権協定によって個人の請求権までも消滅していないという
のも、日本政府自身が確認してきたことである。歴史修正主義に基づくそういう歪んだ事実認識は
論外であるにしても、韓国の現政府や市民社会のこの間の対応も不可解であった。大法院が差し戻
し判決という形で賠償を認めたのは2012年であり、その時点でこの種の判決が出ることは予測しえ
たはずなのである。いわゆる「司法壟断」（朴槿恵政権と大法院の癒着と取引）によって判決が引
き延ばされた経緯があるにせよ、この間、当時の野党（現与党）からも市民社会からもほとんど批
判の声や問題解決の方向が示されていない。問題の根はもとより、日本の政治社会の植民地主義の
根深さにあるが、歴史問題をめぐる韓国の政治社会の在り方も検証が求められていると言わざるを
得ない。

こうして歴史が問われる中で、河合論潮では、歴史認識の問題が、徐京植の内田樹批判に発する
広い視野の円熟した書きぶりで正面から論じていて注目される。岡野内論文では21世紀初頭におけ
る国民国家空洞化の実相をこの間の研究潮流を踏まえて明らかにしようする本格的な論考で次号の
＜下＞での展開も期待される。小波津論文は、研究会の報告では、いくつかの課題の指摘もあった
が、ペルー人第2世代に関する先駆的な研究として評価を受けた。金論文は、在米韓国人社会の大
韓帝国皇帝の位置づけの変化に近代朝鮮におけるネイション形成過程の分岐をみようとするユニー
クな論考である。小波津・金の両氏には当研究所の新会員として今後の研究に大いに期待したい。
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